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肯定的否定の力 

―グレン・クルタード『赤い皮膚、白い仮面』を読む― 

 

鈴木赳生 

同志社大学社会学部研修員 

日本学術振興会特別研究員 PD 

 

1．基本情報 

 

・書誌情報 

Glen Sean Coulthard, 2014, Red Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of 

Recognition, University of Minnesota Press.（『赤い皮膚、白い仮面：植民地の承認のポリテ

ィクスを拒否する』）。Robert Warrior(1)監修の Indigenous Americasシリーズの一冊で、著者

クルタードの博士論文（2007 年、「帝国の臣民？ カナダにおける先住民と『承認のポリ

ティクス』」）をもとにしている（ほぼ同じ構成）。 

・著者 

クルタードは先住民イエローナイヴズ・デネ(2)に属する政治思想家。BC のビクトリア

大学政治学部において、先住民政治学者タイアイアケ・アルフレッド（Kahnawake Mohawk）

(3)と政治哲学者ジェイムス・タリー(4)の指導下で博士研究をおこなった。現在はブリティ

ッシュ・コロンビア大学の先住民研究プログラムと政治学部の助教授。 

・学術界での受容 

本書は 2012～13年にかけての冬に全国的に盛りあがった Idle No More 運動の翌年に出

版され、同運動のような先住民の直接行動を思想的に支持・定式化する内容だったことい

う話題性、先住民の視点からのマルクスやファノン、テイラーの批判的読解という政治理

論的意義などから、広範囲に読まれ議論された。数多くの書評があるほか、2015 年には

NAISA（ネイティブ・アメリカンと先住民研究学会）で合評会、2016 年にはアメリカ地

理学会で合評会、『歴史唯物論』誌で特集が組まれている（The AAG Review of Books, 4(2): 

111-20; Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory, 24(3): 3-103）。 

 
(1) 北米先住民文学研究の草分け的人物。 
(2) Yellowknives が地域名、Dene が民族（nation）名。北米ではこのように民族名に地域名を加え、

所属コミュニティを特定する表記法が一般的。 
(3) 再帰の思想（後述）の草分け的人物。コーネル大学の政治学部で博士号取得。タリーと同時期

にビクトリア大学に移り、同大学に先住民のための教育機関（Indigenous Governance Program）を

設立する。 
(4) 先住民の視点に寄りそい政治理論の脱植民地的批判をしてきた、世界的に著名な政治哲学者。

ケンブリッジ大学において政治思想史家クエンティン・スキナーのもとで学んだのち、マギル大

学、ビクトリア大学で教鞭を取る。マギル大学時代はテイラーの同僚。アルフレッドをはじめと

する批判的先住民研究者たちとも交流をもち、尊敬されている。 
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・構成（補足資料Ⅰ参照） 

  序論・1～5章・結論からなる。 

  序論 定住者植民地（settler colony）という状況の説明 

  1章 「承認」の考え方に対する理論的な、ファノン流の批判 

  2 章 承認のポリティクスの再想像①：承認／再分配問題への応答（デネの土地運動） 

  3章 承認のポリティクスの再想像②：本質主義問題への応答（憲法改正と女性の権利） 

  4章 「和解」における植民地主義の連続（RCAP 以降の和解のポリティクス） 

  5章 先住民の脱植民地化に向けた考察：伝統に根ざした自己承認 

  結論 現代先住民運動の可能性：再起の思想（Idle No More） 

 

◎なぜ本書を取りあげるか？  

  リベラル多文化主義が「うまくいっている」国として世界的に知られるカナダだが、と

くに先住民との関係からみたとき、その成功は歪な土台のうえに立っていることがわか

る。この視点からすれば、主流の政治が「うまくいっている」ことはむしろ、植民地統治

が従来通りに安定して機能していることを示唆する。本書はまさにこうした視点から、カ

ナダ多文化主義流の「承認のポリティクス」における植民地主義的な統治性を浮きぼりに

した。その批判の徹底性は切れ味抜群で爽快である。 

さらに本書は支配的な政治形態の拒否という否定的側面だけでなく、この拒否が先住

民の自己肯定・自己承認に根ざした明確な倫理・思想のもとでなされることで異なる政治

形態を導く、という積極的なビジョンも提示している。リベラル多文化主義流の統治がど

のように植民地主義を温存させるかを解明し、より批判的な視点から共存の問題を考え

る研究にとって、本書は必読書のひとつといえるだろう。 

 

2．読みどころ 

 

2-1．一般的に目に付きやすそうな本書の意義 

 

Ⅰ．「承認のポリティクス」の批判と再想像（全体） 

  カナダの現代先住民政治を理解するうえでは、1969 年の『白書（インディアン政策に

かんするカナダ政府の声明）』が重要な転機と位置づけられる。この声明に対する先住民

の全国的抗議から先住民運動が盛りあがり、先住民の政治的プレゼンスを無視できなく

なった政府は、かれらをいずれ消えゆく者とみなす従来の同化政策から、その独自の文化

や法的権利を認める「承認（recognition）」の政策へと舵を切っていった。このおおきな転

換にみえる動きは、しかし、別の形で先住民からの収奪をつづけていく植民地的統治論理

の延長だということが次第に明らかになる。 

とりわけ問題なのは、「承認」アプローチの中核にある、「包括的土地要求（comprehensive 



2021.10.15 MICCS 第一回定例研究会 

3 

 

land claims: CLC）」政策（1973年～）に代表される土地交渉のやり方である。CLC は先住

民コミュニティに、グローバル資本と結びついたある種の取引を迫る。先住民が属する土

地は木材の伐採地や石油資源の採掘地、石油パイプラインの通り道、ゴルフやスキーのリ

ゾート地としてグローバル資本に狙われるが、この資本にとって妨げとなるのが先住民

の土地係争である。先住民に土地権限があると認められるかもしれない「不確実」な状態

では、土地の開発利用が進められない。政府はこの厄介な問題を片づけてほしいという産

業界の圧力を受けながら、金銭的援助と土地のごく一部という手近な利得を与える代わ

りに、先住民に土地権限の主張をやめさせる(5)。 

こうして先住民の土地権限の「消滅」（Manuel and Derrickson 2015: 90-1）あるいは「放

棄をとおした確実性」（Lukacs and Pasternak 2020: para.20）を得ること、だれに土地資源を

所有し利用する権利があるかにかんする「永続的な確実性」（AANDC 2014: 10）を確保す

ることが、CLC の目的として繰りかえし指摘されてきた（Blackburn 2005）。そしてこのよ

うに「先住民からの土地や自己決定する権威の収奪を容易にしつづける」（Coulthard 2014: 

7、強調は原文）権力関係こそ、「定住者植民地主義（settler-colonialism）」の産物として分

析され批判されてきたものである（Wolfe 1999, 2006）(6)。 

本書の意義は、『白書』以降の承認の政策にみられるこの定住者植民地主義の連続を概

括するだけでなく、それを下支えする発想という根本的な次元から批判し、別様の承認の

ポリティクスを脱植民地化の方途として明確化した点にある。クルタードは先住民のポ

リティクス自体が政府の用意した「承認」の制度的枠組みに水路づけられてきた流れをと

らえ、いわばここに根深く心的に内面化された植民地支配、つまりは被植民者が「自由や

尊厳を、自分たちを抑圧する者に依存する」（p. 43）(7)状態に至る危険を感知する。代わ

って彼は、先住民が被植民者として植民者（カナダ政府）の承認を待つのではなく、自己

の存在や正統性を自ら承認する自己承認（self-recognition）をもってコミュニティを再建

していく、という再起（resurgence）の方向性を明示した。クルタードはこの方向性を以

下のように表現する。 

 
(5) つい昨年には情報開示で得られた資料によって、先住民の土地権限を明言した画期的なデル

ガムウクウ判決（1997 年）の直後に BC の政府官僚と資源産業界の代表が集まり、土地権限を放

棄させる必要性や戦略について話しあっていたことが判明した（Lukacs and Pasternak 2020）。 
(6) 定住者植民地（settler colony）の概念は入植者が定住（settle）してその植民地に居つづける直

接統治の地域を、入植者が間接的に統治し、最終的に本国へと帰っていった植民地／ポスト植民

地から区別する概念として用いられる（Veracini 2011）。前者の例としてカナダやアメリカ、オー

ストラリア、イスラエル、南アフリカ、後者の例としてインドやアフリカの大部分の国々などが

挙げられる。ここで引用したパトリック・ウルフの研究を重要な端緒として、1990 年代以降は

「定住者植民地研究」が一領域として確立されているが、この概念や分析枠組みには、他の重要

な地域間の差異や類似性を捨象してしまうことなど種々の批判もある（Mawani 2016: 111-7）。別

の角度からみれば概念的不備があるのは当然だが、評者自身は、先住民の土地収奪がつづけられ

その政治的存在が「抹消」される統治性を有する地域という、多文化主義的統治における先住民

の収奪の連続性を問題化したウルフの用法の限りでこの概念を用いたい。 
(7) 以下、本書からの引用注はページ数のみで略記する。 
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わたしたちの闘いを集合的に、入植定住者国家（settler-state）による先住民の懐柔的

な形の承認を求めるポリティクスから引き離して、自己実現、直接行動、文化的実践

の再起にもとづいた、定住者植民地（settler-colonial）権力の主体的・構造的構成に注

意深い再帰的な承認のポリティクスへと向けなおす（p. 24、強調は原文）。 

  

  こうした表現からも垣間みえるように、クルタードは承認が人間の社会生活にもつ比

重や、文化的承認の政治的な重要性を否定するわけではない。彼の徹底的批判はあくまで

も、承認が、先住民が自身の存在や文化に与える肯定感・尊厳・正統性としてでなく、植

民者から与えられるものだという観念が確立されることに向けられている。こうした他

律的な承認が常識化されてしまえば、植民者＝与える者／先住民＝与えられる者という

権力関係が確立・再生産され、先住民は心的次元から支配されたままである。これに対し

て彼が提起するのが、自分たちの文化や伝統を自ら承認し、必要に応じてつくり変えなが

ら再活性化させ、自分たちのやり方で運営されるコミュニティをつくりなおしていく、と

いう再起のアプローチなのである。 

 

Ⅱ．主要な政治理論的諸問題への応答・介入 

①マルクス主義への介入：原初的蓄積と植民地の状況（序章 pp. 7-15） 

  本書はマルクス主義と先住民研究の折りあいの悪さを受けつつ、マルクスの理論的枠

組みを先住民の思想や実践に活かせるように変換することを提起する。この変換に重要

なのは両者の対話であり、そこで重要な焦点となるのが、植民地主義と資本主義が明確に

結びつけられる原初的蓄積（＝土地の収奪→先住民や農民のプロレタリア化＋資本蓄積）

の理論だとクルタードは言う。そしてこの理論の解決されるべき問題点として、以下の 3

点が挙げられる。 

1．収奪を現在進行形のものとしてでなく過ぎ去ったものと位置づける「時間的枠組み」

2．収奪－蓄積の過程を社会発展の途上で不可避なものとみなす「規範的な開発主義」 

3．収奪－蓄積を武力行使など「暴力」的なものとして性格づけること 

とくに 3 点目は本書の主眼である問い、つまりリベラル多文化主義が浸透した現代カナ

ダにおけるように、もはや暴力が収奪の主たる手法ではない状況において、植民地的階層

性の再生産を説明できるものはなにか？ という問いを導く（p. 15）。 

 

②実効性に欠いた相互承認論の批判：ヘーゲル、テイラー、ファノン（1章 pp. 27-42） 

  上述の問いへの本書の答えが、「多文化主義的な『承認』をとおした植民地的権力関係

の再生産」であり、クルタードはこの再生産の原理を検証していく。この検証作業は主に、

まさに「承認のポリティクス」の提唱者たる政治哲学者チャールズ・テイラーの議論を対

象に、関連するヘーゲルとファノンの議論とも突きあわせながらおこなわれる。テイラー
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による承認論の問題は、以下の 3点にまとめられる。 

1．政治経済的次元の不足：ファノンが分析したような植民地主義の構造的／客体的次

元と承認的／主体的次元の二重性・相互作用を問わず、前者を十分に扱っていない 

2．与えられるものとしての承認：自由が、ファノンが論じたように植民地闘争をとお

して勝ちとられるものとしてでなく、国家装置を介して与えられる承認から生じる

と想定されている 

3．相互性の前提：現実の植民地状況には存在しない承認の相互性が想定されている 

 とくに 3点目は単純ではあるが、「承認パラダイムがヘーゲルの弁証法における対面の出

会いから抽象化され、植民地の状況に当てはめられるときの間違い」（p. 40）をよく表し

ている。ファノンがヘーゲルによる主奴の弁証法について述べたように、実際の植民地状

況においては植民者と被植民者の相互性は成りたたず、「主人は……承認を要求しない。

……必要とするのは土地、労働、資源である」（p. 40）。 

 

③自己承認と伝統の批判的可能性：ファノン（1章 pp. 42-5、5章 pp. 147-9） 

  では上述のように、植民地の状況において承認の相互性が成りたたず、被植民者の自由

は植民者から与えられる承認をとおしては得られないとすれば、自由の源泉をどこに求

めればよいのか。自己承認、つまり自分で自分を認めることだというのが、ファノンを介

したクルタードの答えである。 

 

 ファノンは自己決定への道が……個人的・集合的な自己肯定にあると主張した。被植

民者は自由と尊厳を自らの抑圧者に依存しつづけるのではなく、植民者の承認の物

体化するまなざしや同化的誘惑に抗して、自身の疎外／主体化＝服従を乗りこえる

べく奮闘しなければならないとファノンは認識していたのである。……この見方に

従えば、被植民者は脱植民地化の過程を、まず自分たち自身を自由で、尊厳があり、

独自に人間性に貢献する者として承認することから始めなければならない。……被

抑圧者の側には他者志向で主人に依存することに「背を向け」、代わって自分たち自

身の観点で、自分たちの自身の価値に従って、自由を求めて闘う必要〔がある〕。（p. 

43、強調は原文） 

  

 こうしてクルタードによれば、自身の観点・価値を自身で承認する脱植民地化の過程こそ、

被植民者が植民者に依存しない自律的自由を手にするために必要なものである。そこで

次に問題となるのは、「自身の観点や価値」と呼べるものがどこに求められるかである。 

ここまではファノンの見方に従ってきたクルタードは、この点においてファノンから

離れていく。というのも被抑圧者自身の価値の重要性を認めつつも、ファノンの目は基本

的に過去から切り離された「新しい人間」の創造という未来へ向いており、土着の価値に

対してはむしろその枷となるものだという否定的評価をぬぐえなかったからである
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（Fanon 1966=2015: 216-7; Fanon; Khalfa and Young eds. 2015=2018: 536, 667-9）。これに対

してクルタードは、「批判的に再活性化された伝統が、脱植民地化された先住ネイション

の（再）構築において果たしうる役割」（p. 148）(8)というファノンが見向きしなかった方

向性を探究する。この方向性こそ、「先住民の脱植民地化に向けた再帰のアプローチ」（p. 

149、強調は原文）とクルタードが呼ぶものである（詳しくは後述）。 

  

④承認のポリティクスに対する異議への応答 

  すでに確認したように、本書の目的は承認のポリティクスを全面的に否定することで

はなく、そのうちの入植定住者国家に整えられた制度的回路に無批判に乗るものを批判

し、別様の、再帰的な承認のポリティクスの可能性を救いだすことである。そのためクル

タードは、上述のようにテイラー流の、国家に水路づけられた承認のポリティクスを批判

すると同時に、よくなされる論難から承認のポリティクスを擁護するという、二重の作業

をおこなっている。この擁護は、承認／再分配問題と本質主義の問題という 2点に分けて

なされる。 

 

Ⅰ．承認／再分配問題：フレイザー（1章 pp. 34-7、2章） 

  承認のポリティクスに対するよく知られた疑念は、それが文化的次元における承認を

重視するあまり政治経済的次元における平等達成を置き去りにしてしまうのではないか、

といったものである（Fraser 1995）。これに対してクルタードは、「歴史的に、文化的承認

を求める先住民の要求はしばしば、資本主義的社会関係と国家形態の支配的な性質を明

示的に問いに付す仕方で表現されてきた」（p. 35）ことを、自身の所属するデネの闘争史

を例に示していく（2 章）。この事例研究に加えて彼は、再分配を重視する政治理論家ナ

ンシー・フレイザーの議論の問題点も、以下 2 点に分けて手短に指摘している。 

  1．入植定住者国家が先住民の包摂される正統な枠組みを構成すると想定している(9) 

  2．テイラーとは逆に、承認的／主体的次元における支配の問題に取りくむことを避け

ている 

 

 
(8) ここでは Indigenous nation が民族だけでなくそのネットワークからなるコミュニティも指し

ているように思われ、その意味を汲むために「先住民」ではなく「先住ネイション」と訳した。

先住民思想において nation がもつ特殊な意味あいについては、L. Simpson（2017: 6-9）を参照。 
(9) ただしこの問題は、フレイザーがのちに提唱するようになった正義の 3 次元モデルではいく

らか改善されているかもしれない。フレイザーは承認（文化）／再分配（経済）の 2 次元に代表

（政治）の次元を加えることで、彼女の言う「メタ政治的不正義」あるいは「誤ったフレーム化」

の問題、つまりは不正義が生じている枠組み（たとえばグローバル資本主義による収奪）と政治

的代表の枠組み（たとえば国家に閉じた内政の領域）とが合致していないという、前提にある枠

組み自体の問題を問うことのできるモデルを構築した（Fraser 2008=2013: 19-42）。このモデルを

用いれば、クルタードが指摘する先住民の要求と国家的枠組みの齟齬も、誤ったフレーム化の問

題として扱える可能性がある。 
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Ⅱ．本質主義の問題：ベンハビブ（3章） 

  承認のポリティクス（アイデンティティ・ポリティクス）によく向けられるもうひとつ

の疑念は、集団（ex. 先住民）の文化的権利や伝統を固定的な「本質」のように主張する

ことで、集団内の個々人（ex. 女性）の声や権利を抑圧してしまうという本質主義の問題

である。クルタードはこうした反本質主義論の例として政治理論家セイラ・ベンハビブの

議論を取りあげ、20 世紀後半の先住民女性の権利闘争と照らしあわせつつ批判していく。 

クルタードの異議の要点は、反本質主義論が集団-対-個人の次元における本質主義に狭

く焦点化し固執するために、女性の抑圧といった状況をうみだす複合的な構造を問題化

できないということである。たしかに先住民の政治組織に男性中心性や性差別は内面化

されており、個人の地位や権利を擁護する法改正や先住民女性による改革の主張は、先住

民組織自身が成員性や成員の地位を決める権利＝主権（sovereignty）を損なうおそれがあ

ると警戒されてきた。こうした事例は集団的な権利や伝統の主張が個人的権利の擁護に

優先される本質主義の典型例にみえ、実際にそうした側面も否めない。しかし同時に問わ

れなければならないのは、そもそもなぜ先住民側にそれほどの警戒があるのか、という点

である。先住民の集合的な主権が固持されるのは、入植定住者政府が先住コミュニティを

解体してかれらに一方的に法を押しつけ、先住民の自治権を認めてこなかった長い歴史

があるからである(10)。こうした植民地の文脈を考慮に入れずに「本質主義」のみを取りだ

してやり玉にあげるのは、木をみて森をみない狭い見方であり、問題の複合性を見失うこ

とになる。これは集団の権利-対-個人の権利の単純な「ゼロサムの争い」（p. 91）に収まる

ものではなく、植民地統治と家父長制などの交錯から生じる複合的問題なのである。 

以上のような本質主義批判全般に対する反批判に加え、ベンハビブの場合もフレイザ

ーと同じく、国家を民主制の正統な基礎として当然視する点が批判される（pp. 96-102）。 

 

2-2．批判的先住民研究の視点からみた読みどころ 

 

Ⅰ．「土地に根ざした規範性（grounded normativity）」（2章） 

  クルタードは先住民の運動が本来、政府流の承認のポリティクスにおけるように土地

を「求める（for）」運動というだけでなく、土地に「教えられる（informed）」運動である

ことを強調する（p. 60, 78）。この見方において土地とは単に物質的資源なのではなく、互

酬的に関係しあう他者間のネットワークのようなものである。この意味での土地から得

る知識、場所に根ざした実践に導かれる倫理的な枠組みをクルタードは「土地に根ざした

規範性」と呼び、これを先住民運動の基礎として再確認する（pp. 59-64）。 

 
(10) きわめて手短ではあるが、国家に定められたインディアン法による先住民女性の地位

規定問題の歴史と、先住民コミュニティに内面化されたジェンダー化された規範に再起の

立場からどう応じるかを論じたものとして、鈴木（2020: 38-41）を参照。 
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再起の先住民思想家リアンヌ・シンプソン（Michi Saagiig Nishnaabeg）(11)はこの概念に

ついて、学術・理論面では民族や統治に対する異なる考え方を提示する点で重要な介入だ

が、先住民にとっては概念それ自体はすでに知られてきたことの再確認であると評して

いる（L. Simpson 2017: 22）。たしかに実際のところ、こうした土地の概念化や倫理観自体

は先住民思想においてしばしば論じられてきたものであるため、クルタードの議論の主

たる意義はむしろ、これを非先住民にも理解しやすい形で定式化した点にあるだろう。 

 

Ⅱ．Idle No Moreと再起の思想（結論） 

  上述のように本書は 2012-13年の Idle No More運動の直後に出版されており、同運動を

再起の思想とつなげて論じ、先住民運動の将来への提言をなす結論で締めくくられる

（Idle No More については補足資料Ⅱ参照）。クルタードは再起の思想の重要な論者とし

て、アルフレッドとシンプソンの思想を取りあげている。アルフレッドはクルタードの指

導教員であり世界的に著名な先住民思想家で、シンプソンも彼に感化されて再起につい

て考え始めたという影響関係にあり、シンプソンとクルタードは執筆や教育において協

力関係にある。このように三者は深い連携をなし、再起の思想の一潮流ととらえられる。 

しかしアルフレッド、シンプソンらの著作は先住民の古老やコミュニティの人々との

対話を中核とし、後者の場合は物語や詩の形式を取ることもおおく、決して非先住民的な

学術知にとって受けいれ理解しやすいものではなかった。したがってここでもクルター

ドの大きな功績は、独自の思想を新たに提示したというより、既存の先住民思想を統一的

な視点から整理して学術界に提示し、Idle No Moreとつなげることで実践的なイメージも

示したことにあるように思われる(12)。 

 

2-3．評者自身の一押し：怨恨と義憤（4章） 

 

 2-1Ⅱでまとめた政治理論的貢献はいずれも緻密で手堅いが、論点自体に革新的なものは

ほとんどない。マルクスの脱植民地的読解、承認のポリティクスの批判に対する反批判、フ

ァノンの思想の意義と限界の指摘は、いずれも他所でもみられるものである。この側面での

本書の意義は論点自体の革新性ではなく、すでにあるが散逸した論点を先住民の状況に逐

一照らして統一的に網羅したという文脈づけられた検証、「痒い所に手が届く」丁寧さと包

括性にある。2-2でまとめた先住民思想での貢献も同様に、主な意義は論点自体の斬新さで

はなく緻密な論理構成、理論的なアイディアと実践的な状況を結びつけて明確に提示する

有機的な論述にある。 

 
(11) 詩人・語り部・ミュージシャン・思想家。マニトバ大学で博士号取得。クルタードとともに、

先住民の土地教育センターDechinta の活動に携わっている。 
(12 ) クルタードによる整理に従ってアルフレッドとシンプソンの思想を再起の思想として位置

づけ、比較思想的に論じたものとして鈴木（2020）を参照。 
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 これらに比して論点そのものが評者にとって最も刺激的だったのは、「怒り」の感情に立

ちいり、その肯定的な意義を強調した 4章の論述である。3章までで国家に用意された承認

のポリティクスの問題を指摘してきたクルタードは、次にこの章で、1990 年代末以降に主

流化されていった「和解（reconciliation）」へと話を移す。これは負の歴史を清算する移行期

正義（transitional justice）の文脈で政治的・学術的に広く使われるようになった概念だが、

カナダでは先住民の子どもを連行・収容し暴力が横行した寄宿学校の問題を中心に、「先住

民との和解」といった文脈で主に用いられる。クルタードはこの和解のアプローチの生成を

その端緒となった RCAP（「先住民にかんする王立委員会」）の報告書から辿り、このアプロ

ーチが先住民にかんする不正義を是正するよりむしろそれを過去に位置づけて遠ざけ、現

在まで作用しつづけている負債とはとらえない点、修復されるべき対象を植民地統治構造

よりも先住民の主体とみなす点などを問題化する（pp. 112-26）。 

 ここで現状肯定的な和解のアプローチに対置されるのが、不正義に対する怒りである。弱

者（被害者、被植民者、被支配者）の強者（加害者、植民者、支配者）に対する怒りはしば

しば、自分自身をも蝕む恨み、最終的に乗りこえられるべき否定性ととらえられる。とくに

未来志向の「和解」において、このような否定的感情は一定の理解が示されながらも、「過

去にいつまでも拘っていても仕方ない」として、理性的な「対話」のテーブルには持ちこま

ないのが暗黙の了解となる。クルタードはこうした消極面を認めながらも、被植民者が自己

の内面へと向けられていた否定を外的な対象へと向けなおし、最終的には不正義に対する

憤りと社会変革への意志に変えていくという、否定的感情の積極的可能性に光を当てる。こ

のように否定がもたらす肯定性や現状変革的な力を重視するのは、拒否（reject, refusal）を

ひとつのテーマとする再起のアプローチに共通する特徴でもある（e.g. A. Simpson 2017）。 

そしてこの議論のために本書が導入する重要な論点が、「怨恨（ressentiment）」と「義憤

（resentment）」という怒りの内的な区分である（pp. 110-2）。怨恨はニーチェが論じたように

反動的で後ろ向きの負の感情であり、クルタードによればこのイメージが、移行期正義や和

解の研究における怒りの理解に深く影響している。対して義憤は、過ちに向けられる怒りに

用いられ、不正義に対する政治的に意味づけられた能動的怒りとして概念化できる。 

未来志向の「和解」や理性的な「対話」において否定的感情が捨ておかれる、という論点

自体は新しくはない。だがこの論点が出されるとき、焦点はむしろ和解や対話の限界にあり、

感情それ自体の内実に踏みいる議論は多くないように思われる。この点で感情自体に光を

当てる本書の議論、ひいてはそこで参照されているトマス・ブラッドホルムの『義憤の徳

―ジャン・アメリと許すことの拒否』における議論は刺激的である。とくにブラッドホル

ムは怒りの次には憎しみの研究に乗りだし、ヘイトクライムの法規制など「ヘイト」が無条

件に悪とされるなかで憎しみの意味内容をより冷静に見定めようといった、時流に流され

ない研究を進めている(13)。 

 
(13) ブラッドホルムへのインタビュー（https://www.youtube.com/watch?v=8lJOoLB3eAM、2021

年 10月 14日最終閲覧）参照。 
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3．限定性／さらに論じられるべき点 

 

3-1．暴力について 

 

 上述のように本書の中心には、「もはや国家暴力が植民地の収奪過程を司る制御的規範を

構成していない」（p. 15）現在では、植民地主義は承認のポリティクスによる主体化＝服従

作用によって維持されている、という見通しがある。だが他方で、日常生活の場や、運動に

対する取り締まり(14 )がおこなわれる場において、先住民を取りまく現実の暴力性は明らか

である。むろんクルタード自身注釈で述べているように、こうした暴力性を認識していない

わけではない（p. 188 n.59）。 

しかし土地交渉の承認のポリティクスから視野を広げ、たとえば先住民ホームレスへの

警察暴力、コミュニティ内や家庭内の暴力、政府のケア対象の子どもの死亡率、都市での先

住民女性のセックスワーク従事率と失踪・被殺害率の高さ、といった事実に目を向けるとす

れば、この日常の暴力性をどのようにとらえればよいか（cf. Holmes et al. 2015）。こうした

観点から先住民フェミニストのサラ・ハント（Kwakwaka’wakw）は、本書の再起のアプロー

チを評価しつつ、「ジェンダー化された暴力の現実は、わたしたちが両方の方向で働き、再

起のアクションの照準を同時に日常的関係の親密な次元にも合わせることを要求している」

（Hallenback et al. 2016: 113）として、土地闘争といった公共圏だけでなく親密圏も視野に入

れていく拡張（さらに言えば親密／公共の区分自体の除去）を提案している。 

 いずれにせよ、本書における暴力の概念はいささか狭い。ここでマルクスの原初的蓄積論

と絡めて想定されているのは国家の侵略や略奪といった直接的な暴力だが、たとえば暴力

の概念を法の領域へと広げて考えればどうだろうか。ヴァルター・ベンヤミンは法的暴力を、

はじめに法を定める法措定的な暴力と、定められた法に則った秩序を維持する法維持的な

暴力とに分けた（Benjamin 1921=1994: 29-45）。本書の事例に当てはめれば、土地交渉政策の

策定や裁判所の判決といったものが法措定的な暴力、法の執行を司る警察暴力などが法維

持的な暴力と言えるだろう。もちろん本書の主眼は、このように法的に裏づけされた制度内

での自分たちに対するまなざしや自分たちの位置づけを、先住民自身が次第に当然視・内面

化していってしまうという主体化＝服従の過程の解明と解体にある。だがこの過程の背後

にある秩序を法的暴力が支えている以上、暴力を「国家暴力」と曖昧にくくって分析の外に

置くのは、現象の半面をそぎ落としてしまうことになるのではないか。 

 

 

 

 
(14) カナダにおける先住民運動に対する取り締まりを詳しく実証的に明らかにした研究と

して、Crosby and Monaghan（2018）を参照。 
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3-2．「法」の動態について 

  

 法的暴力とその内的な区分を視野に入れることで、本書の別の限定性も明確化すること

ができる。クルタードが提起する再起のアプローチにおいては、土地要求政策といった立法

の領域、実際の交渉をおこなう行政の領域、判決を下す司法の領域、警察などの法執行の領

域などが十把一絡げに「法」の領域とまとめられ、総体として拒否されているようにみえる。 

しかし実際の法の動態をみていけば、この「法」の内部にも緊張や裂け目があることがわ

かる。たとえばごく最近出されたフェアリー・クリークでの運動(15)にかんする BC州最高裁

判所の見解では、警察による裁判所命令（injunction）の市民たちに対する執行が行きすぎて

おり、裁判所の評判を貶める恐れがあるという懸念が示された（Lindsay 2021）。これは同様

に警察暴力にさらされている先住民運動にとっても、重要な含意をもつ。あるいはウェツー

ウェテンの反パイプライン運動(16 )は、同民族が過去に争った裁判の判決が土地権限の重要

な法的根拠となり、かれらが関係する土地にパイプラインを通すにあたって事前の合意を

求め、この合意のないエネルギー産業の立ちいりを禁止する直接行動をおこなっている。 

フェミニスト法学者パトリシア・モンチュール＝アンギュ（Mohawk）が論じたように、

「司法的な活動をとおして革命をうみだすことの明らかな問題は、司法は革命ではなく、力

を安定させることを目的としているという事実である」（Monture-Angus 1999: 48）。だが上

記のような事例からは、司法には国家の機構を牽制し、司法自体をとおした「革命」でなく

とも、対抗運動の正統性の根拠を提供するといった変革を支える可能性もまた垣間みえる。

「法」の領域を総体的に拒否してしまうクルタードの再起論では、こうした可能性も同時に

切り捨てられてしまうように思われる。 

再起のアプローチにおける法闘争の軽視を問題化し、逆に法政治制度を内部から変革す

る可能性を追究するのが、本書で批判的に取りあげられる政治哲学者デイル・ターナー

（Temagami）である（pp. 45-7, 178-9）。ターナーは、再起の志向が法政治制度に背を向けて

しまうことで、先住民の権利や地位を護ることができなくなるリスクを警戒する。そしてむ

しろ、法権利の言語に長けた先住民の「言葉の戦士（word warriors）」が先住民社会と国家の

法政治制度を媒介し、より効果的に先住民の声を「法」の内側に響かせていくことが、ひい

 
(15) バンクーバー島における古森林の伐採に反対し、市民運動家たちが道を封鎖しこれを阻

止しようとしている環境運動。この運動に対する警察による大規模な襲撃や暴力的な逮捕

が報じられ、問題化されている。なお、当該の領域はパチーダート（Pacheedaht）の土地だ

が、先住民コミュニティ内では開発計画や反対運動に対する賛否が鋭く分かれており、運動

は先住民の同意を十分に得たものではないという緊張関係がある（Cox 2021）。 
(16) BC 州内陸の土地と関係するウェツーウェテン（Wet’suwet’en）が、当該の土地にパイプ

ライン建設を計画している石油資源会社（Coastal GasLink: CGL）に対抗し、キャンプを設

営しての土地防衛運動を 10年来つづけている。最近ではこの運動における警察との衝突に

関心が集まり、BC 州を中心に大規模な連帯デモがおこなわれてきた。この運動の手短で優

れた紹介として、Invasionと題されたショートムービーを参照（https://youtu.be/D3R5Uy5O_D 

s、2021年 10月 12日最終閲覧）。 
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ては「植民地主義を批判的に掘り崩していく」（Turner 2006: 31）ことにつながるのだと論じ

る（cf. Song 2020: section 3.5）。 

このような言論をとおした変革の限界を強調するクルタードの考え方もよく理解できる

が、実際に他方では、法内部での変革を進めていく無視できない動きがある。たとえばビク

トリア大学法学部における先住民法とカナダ法のダブルディグリー化は、この方面での画

期的な試みである。ここでいう先住民法とは「先住民にかんするカナダの法」ではなく、ク

リーの法、モホークの法といった民族自身の法体系を指す。こうした試みは世界的にみても

他に例がなく手探りだが、先住民法とカナダ法両者の知識をもった「言葉の戦士」が実際に

法の世界に参入していくことで、地道だが長期的に、この領域を内から変えていく可能性を

もっている(17 )。上述のように司法の限界を見定めながらも法闘争をつづけたモンチュール

＝アンギュは、次のようにも述べていた。 

 

リベラルな権利の理論は、他の「権利」（この場合、より正確には責任）の理論が先住

民文化において存在しうること、そしてこの他の理論が正統であることを、承認し明言

しなければならない。同等に重要なのは、これらの権利の理論は競争的／敵対的なので

はなく逆に、共存できるのだと気づくことである。（Monture-Angus 1999: 56） 

 

先住民法・非先住民法のダブルディグリー化はまさに、彼女の言う共存の方向へと向かう一

歩である。このプロジェクトを長年にわたって進めてきた法学者ジョン・バロウズ（Ojibwe）

とタリーは、再起を分離主義的な方向へと進めて必要以上に和解のアプローチと対立させ

るのではなく、関係志向的な再起と体制変革的な和解の協働可能性を探っていくべきだと

提起している（Borrows and Tully 2018: 3-12）。 

「法」外部の再起と「法」内部の承認－和解を鋭く対比させる本書の枠組みは、後者の植

民地統治性を目立たせ前者との相違を際立たせる効果をもち、この結果として本書は、再起

のアプローチを明確に提示するという課題を達成した。そのうえで本書につづく別の課題

は、再起と承認－和解の内的な複雑性のなかから協働しうる接点を探り、先住民－非先住民

関係を組みなおすような関係的脱植民地化の方途を提示することとなるだろう。 
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